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地方自治体における公会計
情報の活用と制度ロジック

―A市の事例分析結果から―

掛　谷　純　子＊

要　旨

1980年代から、わが国では従来現金主義で行われ

ていた公会計に発生主義を導入するいわゆる公会計

改革が行われてきた。NPM（ニュー・パブリック・

マネジメント）の考え方に基づけば、公会計情報は、

内外の利害関係者への説明責任を果たすための情報

として利用されるだけでなく、地方自治体のマネジ

メントに活用されるべきであるが、今日においても、

公会計の「マネジメント活用」が進んでいるとはい

えない。そこで、本稿においては、わが国において

公会計情報がマネジメントに活用されていないのは

なぜかについて、A市における事例分析を通じて、

公会計情報をマネジメントに活用することに関連す

る制度ロジックの複雑性を検討した。これにより、

行政管理ロジックと財務ロジックという制度ロジッ

ク間にコンフリクトが生じていることが明らかとな

ったが、それが、公会計情報の活用が進まない原因

となっている可能性がある。

キーワード：公会計改革、制度ロジック、地方自治
体、管理会計

はじめに

1980年代から日本においてはいわゆる公会
計改革が行われてきた（小西2012、柴2016ほ
か）。一般的に、公会計改革とは、従来現金主
義で行われていた公会計に発生主義を導入す
ることだと理解されている（神野2008、山浦
2016ほか）。本稿においては、「公会計」を「地
方自治体における発生主義に基づく会計」と
いう意味で用いている。

公会計改革は、もともと1980年代後半頃か
ら熊本県や三重県など先進自治体の取り組み＊　京都女子大学　准教授
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として始まった。1990年代からは総務省が主
導して進められてきた。現在では83.9％の地
方自治体が発生主義の考え方による財務書類
を作成している（総務省2017: 1 ）。このよう
に、財務会計目的の公会計改革はこの間に大
きく進歩したといえるだろう。

わが国の公会計改革は、欧米のニュー・パ
ブリック・マネジメント（以下NPMとする）
の考え方を基礎として進められてきた（神野
2008，大森2016ほか）。NPMとは「1980年代
の半ば以降、英国・ニュージーランドなどの
アングロサクソン系諸国を中心に行政実務の
現場を通じて形成された革新的な行政運営理
論」（大住1999: 1 ）である。

NPMの中心には、会計化（accountingization） 
の動きがあるといわれている（Hood1995: 
93）。これは、客観的な財務数値を基礎として
地方自治体がマネジメントされるべきである
というNPMの基本的考え方を反映したもの
である（Hood1995: 97）。また、フッドによれ
ば、会計化を進めることで、地方自治体は財
務的な成果という「結果」に対する「責任」
を意識して行われるようになり、公務員の活
動はコストや成果の面から測定され、評価さ
れることになる（Hood1995: 94）。

ここで、公会計をマネジメントに使うとは
どういうことかを定義しておく。たとえば、
Bogt et al. （2010: 242）は、政府組織における
発生主義会計導入のマネジメントの観点から
の貢献として、より正確で適切な経営情報の
提供、情報に基づく意思決定、財務計画と管
理の効率化を挙げている。また山本（2001）
は、類似の観点から、公会計情報を地方自治
体における資源配分の効率化に活用できると
指摘している（山本2001: 59）。これらの先行

研究は「会計に基づく情報を意思決定に活用
し、計画に反映させること」をマネジメント
と関連づけており、本稿においても、公会計
をマネジメントに活用するということを、「公
会計に基づく情報を意思決定に活用し、計画
に反映させること」と定義し、検討していく
こととする。

NPMの考え方に基づけば、公会計情報は、
内外の利害関係者への説明責任を果たすため
の情報として利用されるだけでなく、地方自
治体のマネジメントに活用されるべきである
ことになる。このような規範的な主張は、木
下（1995）、吉田（2003）、石田（2006）、山本

（2001）などによってわが国でも行われてお
り、NPMの考え方からすれば会計情報をマネ
ジメントに使うことは当然である。

しかし、わが国では今日においても、公会
計の「マネジメント活用」が進んでいない。
堀北ほか（2010）の実態調査によれば、外部
報告目的を重視している地方自治体は高い平
均値を示しているものの、経営管理目的につ
いては相対的に低い平均値を示している 。

これに関して、欧米の研究によれば、NPM
の導入に対して、さまざまな利害関係者が抵
抗などの反応を示すことが明らかとなってお
り（Broadbent and Laughlin 1998）、複数の
制度ロジックがコンフリクトを発生させると
の研究結果もある（Lounsbury 2007）。

そこで、本稿においては、わが国において
公会計情報がマネジメントに活用されていな
いのはなぜかについて、制度ロジックの考え
方に照らして検討を行う。

次の 1 では、公会計のマネジメントへの活
用に関して先行研究および公表資料に基づき
検討を行い、本稿のリサーチクエスチョンを
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設定する。また、 2 で本研究の研究方法を述
べたうえで、 3 で、事例研究の結果を概説す
る。さらに 4 では 3 の事例研究に基づき制度
ロジックの観点から考察を行う。最後に 5 で
本稿のまとめを行う。

1　先行研究

本章においては、公会計情報のマネジメン
トへの活用に関する先行研究を整理する。1.1
では、マネジメントへの公会計情報の活用は
どうあるべきかについて論じた規範的研究を
中心に整理する。そして、1.2ではわが国にお
ける公会計情報のマネジメントへの活用につ
いての実態を調査した研究を中心に整理し、
本稿が明らかにすべき内容を述べる。さらに、
1.3では制度ロジックに関する議論を整理する
とともに、1.4では日本の地方自治体における
制度ロジックを先行研究により整理する。

1 . 1 　�マネジメントへの公会計情報の活用に
関する規範的研究

1980年代には、多くのOECD諸国におい
て、NPMに向けた動きがあった。公共経営の
このモード変化の中心はaccountingization

（会計化）に向けたシフトであった（Hood1995: 
93）。わが国においても、「今後の経済財政運
営及び経済社会の構造改革に関する基本方
針」（2001年 6 月26日閣議決定）において、
NPMによる行政改革を実施する旨が明記され
た。このように、わが国においては企業と公
共のマネジメントに存在した境界を取り払う
NPMの考え方を通じて、その領域を公会計に
拡張してきた（小林2016: 88）。このようなな
か、地方自治法や財務規程の改正による改革
とはなっていないものの、開示レベルでの改
革が行われており、財務会計目的では、ほぼ
すべての地方自治体が財務書類を作成するな
ど成果をあげてきたといえる（図表 1 参照）。

（出典：総務省資料より筆者作成）
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図表 1　地方自治体における財務書類の作成状況
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なお、わが国における発生主義による財務
書類の作成については総務省の主導により実
施されてきた。具体的には、2006年に総務省
が「新地方公会計制度研究会報告書」を公表
し、 2 つの会計モデル（「基準モデル」と「総
務省方式改訂モデル」）を提示した。「基準モ
デル」は個別の取引情報については複式簿
記・発生主義により記帳するものであるが、
総務省方式改訂モデルは、決算統計からデー
タを入手して作成するものである（兼村2010
ほか）。2007年の「公会計の整備推進につい
て」（総務省、自治財政局長通知）は、2009年
度または2011年度中に財務書類を作成するこ
とを要請している。

さらに、すべての地方自治体を対象とした
新たな財務書類の作成基準として2014年に

「今後の新地方公会計の推進に関する研究会
報告書」（総務省）が公表された。このなか
で、地方公会計整備の意義は、住民や議会等
に対する説明責任の履行と、資産・債務管理、
予算編成、行政評価等に有効に活用すること
でマネジメントを強化し、財政の効率化・適
正化を図ることにあるとしている。2015年の

「統一的な基準による地方公会計の整備促進
について」（総務大臣通知）により、2017年度

までに統一的な基準（以下「統一的基準」と
する）による財務書類の作成が求められてい
る。「統一的基準」では、すべての資産を網羅
した固定資産台帳の作成、事業別・施設別の
フルコスト分析を可能にするための複式簿記
の導入も求められている（大塚2016: 149）な
ど、よりマネジメントに使うことが想定され
ている。

その一方で、行政の効率化や適切な資源配
分や、効果的かつ効率的な政策の遂行と適時
の見直しを目的とした、行政機関や議員が行
う意思決定に必要な情報として公会計情報が
活用されるべき（日本公認会計士協会2013: 
2 ）といわれている。すなわち、整備の段階
から活用の段階へステージが変わってきてい
る（総務省2018）。

これについて、山浦（2016）が、地方公会
計制度改革の目的として、地方財政の改善な
らびに行政の合理化、効率化に役立てること
を挙げており（山浦2016: 15）、小西（2014）
が、財政学の見地からもマネジメントのため
の会計の観点を取り入れるべき（小西2014: 
29）と述べているように、会計情報をマネジ
メント目的で使用することが求められている
といえる。

（出典：総務省2017より筆者作成）

図表 2 会計情報の活用方法 
合計 都道府県 指定都市 市区町村 

財政指標の公表 401 34.2% 23 50.0% 11 64.7% 367 33.1% 
施設別・事業別行政コスト計算書の作成 28 2.4% 3 6.5% 4 23.5% 21 1.9% 
将来の施設更新必要額の推計 68 5.8% 0 0.0% 0 0.0% 68 6.1% 
公共施設等の計画への反映 111 9.5% 1 2.2% 1 5.9% 109 9.8% 
議会における説明資料としての活用 195 16.7% 12 26.1% 8 47.1% 175 15.8% 
わかりやすい住民への説明資料作成 327 27.9% 23 50.0% 8 47.1% 296 26.7% 
地方債 IR への活用 16 1.4% 11 23.9% 5 29.4% 0 0.0% 
PPP/PFI 事業の提案募集への活用 1 0.1% 0 0.0% 1 5.9% 0 0.0% 

（出典：総務省 2017 より筆者作成） 

図表 2　会計情報の活用方法
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1 . 2 　�わが国における公会計情報のマネジメ
ントへの活用実態

1.1で述べたように、理論的、政策的、実務
的な観点から、会計情報をマネジメントに使
うことが求められているが、堀北ほか（2010）
の実態調査によれば、会計情報の活用目的と
して経営管理目的もある程度重視されている
ものの、現状ではその活用効果は低く、課題
の認識の程度が高いことが明らかになってい
る。また、総務省（2017）によれば、会計情
報の活用方法として「財務指標の公表」（34.2
％）、「住民へのわかりやすい説明」（27.9％）、
議会における説明資料（16.7％）となってい
るのに比べ、「公共施設等の計画への反映」

（9.7％）、「将来の施設更新必要額の推計」
（5.8％）など、計画への反映といったマネジ
メントへの活用は10％にも満たない状況であ
る（図表 2 参照）。

このように、公会計の活用が進んでいない
理由として、総務省（2015）は以下の 3 点を
示している。

①総務省方式改訂モデルでは、決算統計デ
ータを活用することにより財務書類が作
成されるため、セグメント分析を実施す
ることが困難であること

②総務省方式改訂モデルでは、固定資産台
帳の整備が必ずしも前提とされていない
ため、公共施設等のマネジメントへの活
用が困難であること

③基準モデル、総務省方式改訂モデル、そ
の他の方式が混在しているため、地方公
共団体間の比較可能性が確保されていな
いこと

すなわち、総務省（2015）は、公会計の活
用が進まない理由が上記 3 点の問題にあると
し、統一的な基準による財務書類等が作成さ
れることにより、上記①～③の問題が解消さ
れ、活用が進むとしている。

これについて、山浦（2016）は、新地方公
会計制度の位置づけが明確でないこと、すな
わち現金主義の予算・決算制度に対して新公
会計制度による財務書類が「補完的」位置づ
けにとどまっていることを指摘し、新地方公
会計制度についての 3 つのシナリオを提示し
ている（山浦2016: 15）。

①あくまでも現金主義の予算・決算制度の
もとで、「補完的」機能に徹しつつ、説明
責任の向上、財政運営と経営の効率化に
活用していく

②新地方公会計制度のもとでの財務 4 表が
正規の決算書となり、そこから現行の現
金主義による予算・決算制度の運用に必
要なデータを抜き出す

③新地方公会計制度のもとでの財務 4 表が
正規の決算書となり、予算・決算制度を
発生主義に移行し、新地方公会計制度と
一体化する

このように、山浦（2016）は、根本的な制
度自体の見直しも含めて議論すべきことを指
摘している。また、大塚（2016）は、公共経
営において地方公会計が機能するために考慮
すべき条件を、公共財の提供、多元的な評価
基準、予算制度との連係といった公共経営の
特質から整理している（大塚2016: 155-160）。
その他、管理会計の観点からの公会計に関す
る研究としては、公会計改革について、マネ
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ジメントに使われていないという研究結果が
ある（堀北ほか2010）ものの、なぜマネジメ
ントに使われていないのかについての研究は
行われていない。これに関して、欧米の研究
によれば、NPMの導入に対して、さまざまな
利害関係者が抵抗などの反応を示すことが明
らかとなっており（Broadbent and Laughlin 
1998）、複数の制度ロジックがコンフリクトを
発生させるとの研究結果もある（Lounsbury 
2007）。

そこで、本稿においては、公会計がマネジ
メントに活用されないのはなぜかについて、
利害関係者の抵抗という観点から検討してい
く。制度ロジックの競合が反応につながって
いくという研究もあることから、まず、制度
ロジックの概念についてみていくこととする。

1 . 3 　制度ロジック
新制度派組織論（institutional theory）に

よる、同型化の圧力に対する組織の正統性や
組織間の実践の類似性の観点については会計
研究でもよく知られている（Damayanthi & 
Gooneratne 2017: 523）。それに対して、差別

化や多元性を強調するのが制度ロジックの概
念である（Ocasio et al. 2017: 509）。Friedland 
and Alford （1991）は、制度的秩序の多くは
中心的なロジック（一連の物質的実践や象徴
的構造）を持っており、制度ロジックは、象
徴的に基礎となり、組織的に構築され、政治
的に守られ、技術的・物質的に制約となるも
のである（Friedland and Alford 1991: 248-
249）。Thornton and Ocasio（1999）によれば、
制度ロジックとは、「社会的に構築される、
個々人が物質的な生活を生産または再生産
し、時間と空間を組織し、また彼らの社会的
現実に意味を与える、物質的実践、過程、価
値、信念、規則のパターン」 （Thornton and 
Ocasio 1999: 804）である。制度ロジックとし
て、Friedland and Alford （1991）は、資本主
義ロジック、家族ロジック、官僚ロジック、
民主主義ロジック、宗教ロジックの 5 つをあげ
ているが、Thornton et al.（2012）は、家族、
コミュニティ、宗教、国家、市場、専門家、企
業の 7 つに分類し、それらの理念型を整理して
いる。なお、そこから国家ロジック、企業ロジ
ックの理念型を抜粋したものが図表 3 である。

出典：Thornton et al. （2012） p73より抜粋

図表 3 制度ロジックの理念型 
特徴 国家ロジック 企業ロジック 

根源的なメタファー 再分配メカニズム 階級組織としての企業 
正統性の源泉 民主的参加 企業の市場ポジション 
権威の源泉 官僚的支配 重役会議 
アイデンティティの源泉 社会的，経済的な階級 官僚的な役割 
基礎的な規範 国民の市民権 企業の雇用 
基礎的な注目点 圧力団体の地位 階級組織における地位 
基礎的な戦略 共同体の幸福の向上 企業の規模と多角性の向上 
非公式のコントロールシス

テム 
秘密の政治 組織文化 

経済システム 福祉資本主義 管理資本主義 
出典：Thornton et al. (2012) p73 より抜粋 

図表 3　制度ロジックの理念型
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制度ロジックの研究において、Lounsbury 
（2007）は投資信託会社業界における受託者ロ
ジックとパフォーマンスロジックが引き起こ
すコンフリクトに対応するため、多様な実践
が 行 わ れ た こ と を 分 析 し た。ま た、
Greenwood et al. （2011）は、複数のロジック
がコンフリクトを発生させ、それに対してど
のように対処されるかという点に焦点を当て
る制度的複雑性（Institutional Complexity）
という概念を用いた。また、Ezzamel et al. 

（2012）は、専門家ロジックと政治ロジックが
存在していたイギリスの教育フィールドに対
してビジネスロジックが導入されるケースを
分析している。

このように、複数の制度ロジックが組織内
に存在することにより、コンフリクトが生じ
るなどさまざまな反応が発生していることが
指摘されている。地方自治体において公会計
がマネジメントに活用されないということに
ついて、複数の制度ロジックが存在している
可能性がある。そこで、日本の地方自治体に
存在する制度ロジックを先行研究から整理し
ていくこととする。

1 . 4 　日本の地方自治体における制度ロジック
前述したとおり、Friedland and Alford （1991）

は、制度ロジックとして、資本主義ロジック、
家族ロジック、官僚ロジック、民主主義ロジッ
ク、宗教ロジック等をあげているが、その後
の研究ではさまざまな制度ロジックが検討さ
れてきた。

Rautiainen et al.（2017）は、公共セクター
における制度ロジックとして、先行研究から
財務ロジック（financial logic）、オペレーシ
ョナルロジック（operational logic）、行政管

理ロジック（administrative logic）に分類し
ている。財務ロジックは、公共セクターにお
けるマネジリアルな（ビジネスライクな、
NPM的な）意思決定のロジックであり、予算
や業績測定に焦点を置くものである。また、
オペレーショナルロジックは、医療専門家の
意思決定ロジックのように、経営倫理や規則
を反映したもので、財務的な視点にはあまり
注意を払わないものである。そして、行政管
理ロジックは、規則や手続きを強調するもの
で、リスクを回避し、現状維持を目指すもの
である（Rautiainen et al. 2017: 168）。

これらのロジックについて、日本における
地方自治体に当てはめてみると、外部から改
革を求められると、官僚たちはむしろ反発を
感じて、形式的に切り抜けることにエネルギ
ーを割こうとする（真渕2009）、行政改革がテ
ーマになっているときには、結論が出るまで
何もせずに待っている（真渕2009）といった
ものが行政管理ロジックに該当する。このよ
うな風潮になる理由として田尾（2015）は、

「複雑な地域の利害を調整するという地方公務
員の役割行動に適合しているところも少なく
ない。というのは彼らが意図的に何かしよう
という場合、現状の地域社会のバランスを壊
すこともなくはないからである。受け身の安
定重視志向が状況適合的と考えられることも
多くある」点を挙げている。

また、同じ目的をもつ事業であっても、別
の部局で行われた場合には、包括的な合理性
に沿ってすべての決定を一時に行うことはな
されない（橋本2011）、それぞれの部局は相互
に独立しており、他の部局に関心を持つこと
はない（田尾2015: 76）といった縦割り行政の
例も多くみられる。これも、リスクを回避し、
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現状維持を目指すという行政管理ロジックに
あてはまるだろう。

さらに、地方自治体においては、法令に従
い、上級官庁から指示されたことを粛々と大
過なく行えばそれでよいという風潮（田尾
2015）があるが、これについては地方自治体
の権力悪用を防止する必要性から、公務員の
行動やそれに至る判断は、詳細にわたって文
書や慣例によって規定されている（田尾2015: 
18）ということによるものであり、これも行
政管理ロジックの例であろう。

このように、わが国の地方自治体において
も、行政管理ロジックが存在しているといえ
る。

一方、公会計の導入に関しては、NPMの考
え方が前提となっているが、それをマネジメ
ントに活用するという点についてはマネジリ
アリズムの考え方が基礎となっている。すな
わち、公共の分野に民間企業の考え方を導入
するというものであり、財務ロジックに該当
する。

2　研究方法

A市は政令指定都市、中核市、特例市に該
当しない、その他の市である。A市は、2009
年に基準モデルによる財務書類の作成を開始
した。

調査にあたって、A市の公会計システム導
入・整備を支援するコンサルティング会社の
協力により、予備知識を得たうえでインタビ
ュー調査を実施した。

具体的にはA市の公会計システム導入・整
備を実施しているコンサルティング会社およ
び公認会計士（以下「B社等」とする）が、

A市の公会計データ等に基づき40年先までの
シミュレーションを作成、その活用方法を検
討する会議に筆者が出席した。なお、B社等
が40年先までのシミュレーションを実施した
のは、A市の水道や下水道の設備について、
その更新に多額の資金が必要になるだろうと
考えており、それを長期的にシミュレーショ
ンしておく必要があると考えたからである。
すなわち、B社等は財務ロジックに基づき、
40年後までのシミュレーションを実施してい
るといえる。

なお、インタビューは 3 回に分けて実施し、
公会計を担当する部署だけでなく関連部署に
対してもインタビューを実施した（調査概要
は付表のとおり）。

3　事例研究

A市は2009年に基準モデルによる公会計を
導入した。2007年10月17日に総務省自治財政
局長からの通知「公会計の整備推進について

（通知）」により、地方自治体は2009年には貸
借対照表、行政コスト計算書、資金収支計算
書、純資産変動計算書の財務書類を作成・公
表することとなった。これらの財務書類の作
成について、改訂モデルと基準モデルの 2 つ
の方式が提示された。すでに整備されている
決算統計のデータに基づき財務書類を作成す
る方式である改訂モデルによるほうが簡易で
あったため、改訂モデルを採用する地方自治
体のほうが多かったが、A市は当時の財政課
長主導のもと、改訂モデルではなく複式簿記
の考え方を取り入れた基準モデルを積極的に
取り入れた。
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3 . 1 　公会計の活用状況
A市は公会計を導入したが、他の地方自治

体同様、活用には至っていない。これについ
て、公会計導入時にも財政課に在籍していた
係長は以下のとおり述べている。

今はもう時代の流れで、資産管理と更新
計画というところでは活用しておるんで
すが、逆に言えば、そのあたりにしか活
用できていないということなんですけど。
実際問題、これ（作成された財務書類：
筆者追加）を見た私らや市民の方が、何
が見えるのかなあということについては
非常に疑問を感じておるんで。せっかく
作ったんであれば、色々活かしていかな
いともったいない。委託費も発生してま
すし、こちらも一定の時間で作成してい
るし、活用していきたいと思っておるん
ですが、現時点では資産管理にとどまっ
ているかなと。（財務係長，2017. 9. 14）

このように、資産管理以外に活用したいと
の考えがあるものの、何に活用できるのかと
いう点に疑問をもっている。

3 . 2 　シミュレーションの導入について
A市の公会計導入・整備を支援してきたB

社等は、公会計情報をマネジメントに活用す
ることを提案し、A市の公会計データに基づ
き将来40年間の財政シミュレーションを実施
した。これに対するA市職員の反応は以下の
とおりである。

たとえばこの数字だけ見せて、議員さん
に、「2029年にこうなんですわ」と言っ

て、「ほんまにそうなる？」って話。（財
政係長，2017.9.14 ）

最長でも10年位の計画しか考えていない
ので、職員にとっては40年後の数値を見
せられても、検討できないのでは。（財政
課，2017.10.26）

ある大学で未来のシミュレーションだっ
たか、ネット上で試算したA市の数字が
出てまして、見せて頂いて、将来的に赤
字になるように試算してあるんですけど、
率直な意見として荒っぽいんですね。推
計の基準が。ものすごく荒っぽいんで、
当然決算を基準において、その一律で収
入は減る、支出は増やす、当然どっかで
赤字になって、それが拡大していくとい
うのは当然の事なんで、非常に荒っぽく
って、結果だけが外に出ていくようなイ
メージがあります。（財政部長，2018.2.8）

「30年40年先の数字がこんなになります」
って言うても、伝わらない。統廃合して
将来的に「こんだけ料金が上がるかもし
れません」って言うても、「今、安うして
ほしいんやけど」って。「先の事言われて
もどうやこうや」って話で、（下水道課
長，2018.2.8 ）

40年先を見越して、こういった数字を実
際、表に出して活用するとなると、説明
がいるし、誤解を招くなあという気がし
ます。早速、次年度の予算にどういう風
に反映させていくかとなっても、反映さ
せられるものはほとんどないだろうなと。
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結局考え方として、切り離して私たちは
考えてしまう。「これはこれ」「あれはあ
れ」。これは、将来に向かって確かに手を
打つために若い世代に向けて発信してい
く、というのは必要な事かなあと思うん
ですけど。（行政経営課，2018.2.8）

以上の反応から、A市における「40年先と
いうような不確実性の高い情報を提供するこ
とはできない」という考え方が読み取れる。
さらに、職員へのインタビュー結果からは、
住民や議員などA市の利害関係者も同様の考
え方を持っていることが推測される。

その一方で、A市では10年後までの財政シ
ミュレーションを公表している。これについ
ては以下のとおり説明されている。

もともと県の方で、義務付けられてまし
て、それをもっとかみくだいて。（財政係
長，2017.9.14）

私も独自で、収支見通しをしてるんです
けど、10年なんです基本的に。40年50年
というのは資産については有効な活用を
図れる可能性はあるんですけど、その他
の収入とか経費を40年50年一定の条件で
伸ばすというのは、非常に根拠が薄くな
って、あまり現実的な数字じゃないとい
う理解をしている。ですから、せいぜい
10年。それも、もう少し伸びる根拠なり
落とす根拠をつめなければなかなか現実
的な数字に見えないというところは、実
態かなと思っております。（財政部長，
2018.2.8 ）

すなわち、10年先までの財政シミュレーシ
ョンに関しては、県からの指導により作成が
開始されている。

さらに、数値の根拠という点に関して以下
の反応であった。

アクションプランのほうにかかれている
内容が利用されているが、数字が出てい
るものは理解できる。しかし数字が出て
おらず言葉しか出ていないものについて
も金額が算定されている。何の根拠があ
ってこの数字が出てきているのか理解で
きない。何かの積み上げをされているの
だろうと思うが。（行政経営課長，2017.10.26）

平成28年度公共施設等総合管理計画の内
容はこのシミュレーションになぜ入って
いないのか？固定資産台帳に基づく計画
であり、その内容を含めるべきではない
か？ （行政経営課長，2017.10.26）

中学校を 7 つから 4 つに減らすなどの目
標があれば計算できるが、それが現時点
では明確にできない。（行政経営課長，
2017.10.26）

以上のように、将来数値を入力するにあた
っては、その根拠が示されているものは反映
させるべきという考え方がある一方で、根拠
が曖昧なものについては反映させるべきでは
ないという考え方がある。

3 . 3 　連結情報について
前述したとおり、A市においては10年先ま

での財政シミュレーションが行われているが、
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これは普通会計ベースの資料となっている。
一方、本調査でコンサルティング会社等が提
示した資料は連結ベースの財政シミュレーシ
ョンとなっている。これについての反応は以
下のとおりである。

普段は普通会計ベースでしか見ない。連
結で見る習慣がないので、ピンとこない。
連結で見ることが必要だとは思うが。分
けて作成できれば見やすいと思う。この
数字（連結ベースの数値）は研修を実施す
ることは難しい。職員がどう感じるか？
さらに連結だとなおさら。（財政課係長，
2017.10.26 ）

財政課職員でさえ、この数値が理解しづ
らい。公会計の活用という意味では、そ
れを公表していく必要性はあると思う
が、現段階の数値では、職員も戸惑うの
ではないか。連結だとなおさらわかりに
くいと思われる。（財政課係長，2017.10.26）

事業別や施設別に数値が出せれば、職員
は自分の仕事に関わる部分は気にするの
で、色々と検討できるが、大きな数値だ
け見せられても職員には響かないかもし
れないし、逆に混乱を招きかねない。（行
政経営課係長，2017.10.26）

以上のように、連結ベースで公会計情報を
作成・公表しているにもかかわらず、活用す
るためにはもっと小さいレベルでの情報が必
要であるとの反応であった。

4　考察

　 3 におけるA市職員へのインタビューによ
り、「40年先というような不確実性の高い情報
を提供することはできない」という考え方が
読み取れる。これはリスク回避を意図する行
政管理ロジックの表れであり、B社側の財務
ロジックに対して、A市側では行政管理ロジ
ックが支配していることがわかる。すなわち、
将来について、不確実な見積もりに基づく資
料を出すことはできないとの認識が根強いと
いうことである。なお、不確実な見積もりと
いう点では、現在作成されている10年先まで
のシミュレーション（財政見通し）も同様だ
と思われるものの、この作成については何ら
疑問視されていない。これも、県の指導によ
り作成されたという点で、行政管理ロジック
に支配されているといえる。

また、連結情報は活用できないという点に
ついても、縦割り行政の考え方が反映された
ものであるといえる。すなわち、包括的な情
報が得られたとしても、それぞれの部局は相
互に独立しており、自らの部局に関する情報
でなければ活用できないという考え方が存在
しており、これも行政管理ロジックの表れで
あろう。

このように、A市においては公会計改革を
導入しつつも、従来の行政管理ロジックが支
配していることから、財務ロジックとコンフ
リクトが生じていることが明らかとなった。

5　まとめ

本稿では、A市における事例分析を通じて、
公会計情報をマネジメントに活用することに
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